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ワクチン接種体制の基本設計
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接種場所の原則と例外について
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接種場所の原則と例外について
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接種体制構築に係る市町村間の連携
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●小規模の自治体で単一の市町村で接種体制を構築することが困難である場合
などに、同一都道府県内の他市町村と合同で接種会場を設けるといった他市
町村と一体的な接種体制の構築を行うことも差し支えない。接種体制を構築
するに当たり、市町村間で連携を行う場合は、必要に応じて都道府県が協力
するものとする。
（「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」より
一部抜粋）

●新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る第２回自治体向け説明会
（令和３年１月25日開催）Q&A

Q．県域を越えての接種体制の構築は可能か。

A．まれな事例と考えますが、実施は可能です。ワクチン分配量の決定はそれ
ぞれの都道府県経由で行われますので、それぞれの市町村が配分を受けた
ワクチンを使用して接種を行っていただくことになります。



複数市町村による共同接種体制の構築
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